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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本建設機械施工協会（JCMA）

及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出

があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS A 8425 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS A 8425-1 第 1 部：一般要求事項 

JIS A 8425-2 第 2 部：外部電源式機械の特定要求事項 

JIS A 8425-3 第 3 部：電源内蔵式機械の特定要求事項 
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 A 8425-2：2019 
 (ISO 14990-2：2016) 

土工機械－電機駆動式機械並びに関連構成部品及び

装置の電気安全－第 2 部：外部電源式機械の 

特定要求事項 

Earth-moving machinery-Electrical safety of machines utilizing electric 

drives and related components and systems-Part 2: Particular 

requirements for externally-powered machines 

 
序文 

この規格は，2016 年に第 1 版として発行された ISO 14990-2 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本工業規格である。 

この規格は，JIS B 9700 で定義するタイプ C 規格である。 

関係する機械及び包含する危険源，危険状態又は危険事象は，JIS A 8425-1:2019 の附属書 A に示す。 

このタイプ C 規格の要求事項が，タイプ A 又はタイプ B 規格と相違する場合は，このタイプ C 規格に

よって設計製造された機械に関してはこのタイプ C 規格の要求事項が優先する。 

電動化は，機械の配置設計の柔軟性を向上することができる技術である。以前は，土工機械の電機系統

は主として 12 V～24 V の範囲であったため，次の安全性に関して特に注意が必要となっている。 

－ 産業分野又は建設分野での使用及び他の輸送部門で使用されるような，（以前に比べて）顕著に高い電

圧 

－ 電気エネルギーの大幅な利用 

この規格の一部（例えば，箇条 9，箇条 11，箇条 12 及び箇条 17）は，電気設計の実際を左右するよう

にみえる。（電気）設計のある特定の部分は，電気安全と分離して扱うことができないので，そのような要

求事項は必要なものである。 

この規格の内容の一部は，JIS B 9960-1 及び JIS B 9960-11 に基づいており，土工機械の所要に応じて適

用する。電気系以外の危険源は，ISO 20474 規格群の対象である。 

図 1 は，機械及びその関連装置の様々な要素の相関関係の理解の助けとして示す。図 1 は，典型的な機

械及び関連する装置について，この規格で対象とする電気装置の様々な要素のブロック線図である。 

 


